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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】令和3年12月9日(2021.12.9)

【公開番号】特開2020-88742(P2020-88742A)
【公開日】令和2年6月4日(2020.6.4)
【年通号数】公開・登録公報2020-022
【出願番号】特願2018-223974(P2018-223974)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｗ  76/19     (2018.01)
   Ｈ０４Ｗ   4/00     (2018.01)
   Ｈ０４Ｗ  12/04     (2021.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｗ   76/19     　　　　
   Ｈ０４Ｗ    4/00     １１０　
   Ｈ０４Ｗ   12/04     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年10月29日(2021.10.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信装置であって、
　Ｗｉ－Ｆｉ　ＤＰＰ（Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）
規格に従って通信パラメータを取得する第１の取得手段と、
　前記第１の取得手段により取得された前記通信パラメータを用いて、第１の他の通信装
置とＤＰＰに準拠したＮｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ処理を実行することに
より、暗号鍵を取得する第２の取得手段と、
　前記Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ処理を実行することにより取得された
前記暗号鍵を用いて、前記第１の他の通信装置との接続処理を実行する接続手段と、
　前記第１の他の通信装置との再接続においては、前記Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｒｏｄｕ
ｃｔｉｏｎ処理による前記暗号鍵の取得を省略して前記第１の他の通信装置と接続する再
接続手段と、
　を備えることを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記第１の取得手段は、ＤＰＰにおけるコンフィギュレータとして動作する第２の他の
通信装置から、前記通信パラメータを取得することを特徴とする請求項１に記載の通信装
置。
【請求項３】
　前記接続手段は、ＡｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎパケットまたはＡｓｓｏｃｉａｔｉｏ
ｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔを前記第１の他の通信装置へ送信することにより、前記第１の他の通
信装置との前記接続処理を開始することを特徴とする請求項１または２に記載の通信装置
。
【請求項４】
　前記接続手段は、前記第１の他の通信装置との間で４－Ｗａｙ　Ｈａｎｄｓｈａｋｅを
実行することを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の通信装置。
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【請求項５】
　接続の対象となっている前記第１の他の通信装置に関する接続履歴が存在するかを判定
する判定手段をさらに備え、
　前記判定手段により前記接続履歴が存在すると判定された場合に、前記再接続手段は、
前記Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ処理による前記暗号鍵の取得を省略して
前記第１の他の通信装置と接続することを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記
載の通信装置。
【請求項６】
　前記接続履歴は、前記第１の他の通信装置のＭＡＣアドレスを含むことを特徴とする請
求項５に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記第１の他の通信装置を検索する検索手段をさらに備え、
　前記再接続手段は、前記検索手段において前記第１の他の通信装置から受信したＢｅａ
ｃｏｎもしくはＰｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅに付加されている情報に基づいて前記接続
履歴が存在するか否かを判定することを特徴とする請求項５または６に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記第１の他の通信装置から受信したＢｅａｃｏｎもしくはＰｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎ
ｓｅにＰＭＫＩＤが付加されている場合に、前記接続履歴が存在すると判定することを特
徴とする請求項７に記載の通信装置。
【請求項９】
　前記再接続手段は、前記暗号鍵を示す情報が付加されたＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔを送信することを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記載の通信装置
。
【請求項１０】
　前記再接続手段による前記第１の他の通信装置との接続に失敗した場合、前記第１の他
の通信装置と前記Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ処理を実行する実行手段を
さらに備えることを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１１】
　前記第１の他の通信装置は、ＩＥＥＥ８０２．１１シリーズ規格に準拠したアクセスポ
イントであることを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１２】
　前記暗号鍵は、ＰＭＫ（Ｐａｉｒｗｉｓｅ　Ｍａｓｔｅｒ　Ｋｅｙ）であることを特徴
とする請求項１から１１のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１３】
　通信装置であって、
　他の通信装置とＤＰＰに準拠したＮｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ処理を実
行することにより、暗号鍵を取得する取得手段と、
　前記Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ処理を実行することにより取得された
前記暗号鍵を用いて、前記他の通信装置と接続する接続手段と、
　前記暗号鍵を特定する情報が付加された要求信号を前記他の通信装置から受信した場合
、前記Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ処理を省略して、前記他の通信装置と
接続する再接続手段と、
　を備えることを特徴とする通信装置。
【請求項１４】
　前記接続手段は、前記他の通信装置と４－Ｗａｙ　Ｈａｎｄｓｈａｋｅを実行すること
によって、前記他の通信装置と接続することを特徴とする請求項１３に記載の通信装置。
【請求項１５】
　前記暗号鍵を特定する情報を付加したＢｅａｃｏｎ信号を送信する送信手段をさらに備
えることを特徴とする請求項１３または１４に記載の通信装置。
【請求項１６】
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　Ｂｅａｃｏｎ信号に対応するプローブリクエストを受信した場合に、前記プローブリク
エストに対して、前記暗号鍵を特定する情報を付加したプローブレスポンスを送信する送
信手段をさらに備えることを特徴とする請求項１３または１４に記載の通信装置。
【請求項１７】
　前記通信装置は、ＩＥＥＥ８０２．１１シリーズ規格に準拠したアクセスポイントであ
ることを特徴とする請求項１３から１６のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１８】
　通信装置の制御方法であって、
　Ｗｉ－Ｆｉ　ＤＰＰ（Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）
規格に従って通信パラメータを取得する第１の取得工程と、
　前記第１の取得工程において取得された前記通信パラメータを用いて、第１の他の通信
装置とＤＰＰに準拠したＮｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ処理を実行すること
により、暗号鍵を取得する第２の取得工程と、
　前記Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ処理を実行することにより取得された
前記暗号鍵を用いて、前記第１の他の通信装置との接続処理を実行する接続工程と、
　前記第１の他の通信装置との再接続においては、前記Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｒｏｄｕ
ｃｔｉｏｎ処理による前記暗号鍵の取得を省略して前記第１の他の通信装置と接続する再
接続工程と、
　を備えることを特徴とする制御方法。
【請求項１９】
　通信装置の制御方法であって、
　他の通信装置とＤＰＰに準拠したＮｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ処理を実
行することにより、暗号鍵を取得する取得工程と、
　前記Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ処理を実行することにより取得された
前記暗号鍵を用いて、前記他の通信装置と接続する接続工程と、
　前記暗号鍵を特定する情報が付加された要求信号を前記他の通信装置から受信した場合
、前記Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ処理を省略して、前記他の通信装置と
接続する再接続工程と、
　を備えることを特徴とする制御方法。
【請求項２０】
　請求項１から１７のいずれか１項に記載された通信装置の各手段としてコンピュータを
機能させるためのプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の一態様による通信装置は以下の構成を備える。すなわち、
　Ｗｉ－Ｆｉ　ＤＰＰ（Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）
規格に従って通信パラメータを取得する第１の取得手段と、
　前記第１の取得手段により取得された前記通信パラメータを用いて、第１の他の通信装
置とＤＰＰに準拠したＮｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ処理を実行することに
より、暗号鍵を取得する第２の取得手段と、
　前記Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ処理を実行することにより取得された
前記暗号鍵を用いて、前記第１の他の通信装置との接続処理を実行する接続手段と、
　前記第１の他の通信装置との再接続においては、前記Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｒｏｄｕ
ｃｔｉｏｎ処理による前記暗号鍵の取得を省略して前記第１の他の通信装置と接続する再
接続手段と、を備える。
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